
○収集運搬業の申請に関する県のホームページ（様式、申請の手引き） 

  かながわ収集運搬業申請   検索  

又は 県トップページ→ビジネス・働く→産業廃棄物・リサイクル→産業廃棄物・特別管理産業

廃棄物収集運搬業の許可申請等について 

URL http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/haikibututaisaku/sanpai-shuuun/index.html 

○県問い合わせ先 

環境農政局 環境部 廃棄物指導課 産業廃棄物指導グループ 

 電話 （０４５）２１０－４１５９、４１６１（直通） 

又は 

各地域県政総合センター環境部（産業廃棄物担当）連絡先は下記のとおり 

○県許可申請窓口 

部署名、所在地及び電話番号 所管地域 

横須賀三浦地域県政総合センター環境部 環境課 

〒238-0006 横須賀市日の出町２-９-19 

電話 （０４６）８２３－０２１０（代表） 

鎌 倉 市、逗 子 市、三 浦 市、

葉 山 町 

県央地域県政総合センター環境部 環境調整課 

〒243-0004 厚木市水引２-３-１ 

電話 （０４６）２２４－１１１１（代表） 

厚 木 市 、 大 和 市 、 海 老 名 市 ､  

座 間 市、綾 瀬 市、愛 川 町、

清 川 村 

湘南地域県政総合センター環境部 環境調整課 

〒254-0073 平塚市西八幡１-３-１ 

電話 （０４６３）２２－２７１１（代表） 

平 塚 市 、 藤 沢 市 、 茅 ヶ 崎 市 ､  

秦 野 市 、 伊 勢 原 市 ､ 寒 川 町 ､   

大 磯 町、二 宮 町 

足柄上地域県政総合センター環境部 環境課 

〒258-0021 足柄上郡開成町吉田島2489-２ 

電話 （０４６５）８３－５１１１（代表） 

南 足 柄 市 ､ 中 井 町 ､ 大 井 町 、   

松 田 町、山 北 町、開 成 町 

西湘地域県政総合センター環境部 環境課 

〒250-0042 小田原市荻窪350-１ 

電話 （０４６５）３２－８０００（代表） 

小 田 原 市 ､ 箱 根 町 ､ 真 鶴 町 、   

湯 河 原 町 

○政令市問い合わせ先 

機関名 所在地及び電話番号 

横浜市資源循環局事業系対策部 

産業廃棄物対策課 

〒231-0013横浜市中区住吉町1-13(松村ﾋﾞﾙ8階) 

電話（０４５）６７１－２５１１ 

川崎市環境局生活環境部 

廃棄物指導課 

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地 

電話（０４４）２００－２５９３ 

相模原市環境経済局資源循環部 

廃棄物指導課 

〒252-5277 相模原市中央区中央２-11-15 

電話（０４２）７６９－８３３５ 

横須賀市環境部 

環境管理課 

〒238-8550 横須賀市小川町11 

電話（０４６）８２２－８４１８ 

    2011.1.31版 

このチラシは、次のＵＲＬからダウンロードすることができます。 

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/haikibututaisaku/H22kaiseishuuun/index.html 
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平成23年１月 神奈川県 環境農政局 環境部 廃棄物指導課 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年９月23日政令第300号）

が改正され、平成23年４月１日から、産業廃棄物収集運搬業（積替えなし）及

び特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替えなし)(以下、「(特別管理)産業廃棄

物収集運搬業」という。)の許可が次のとおり合理化されることになりました。 

１ 合理化の概要 

これまでは、（特別管理）産業廃棄物の積込み・荷卸しを行う場所を所管

する神奈川県知事及び各政令市（横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市）長

の許可がそれぞれ必要でしたが、平成23年４月１日から、神奈川県知事の許

可のみで県内全域の収集運搬業を行うことができます。 

【神奈川県内全域で積込み・荷卸しを行う場合に必要な許可】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 平成23年４月１日以降の（特別管理）産業廃棄物収集運搬業（積

替えなし）の新規許可申請先 

平成23年４月１日以降、神奈川県内で新たに（特別管理）産業廃棄物収集

運搬業（積替えなし）を行う場合の許可申請先は次のとおりです。 

１つの政令市域内のみで業を行う場合：政令市 

上記以外：神奈川県（地域県政総合センター） 

なお、政令市長の許可を取得した後、その政令市以外の県内市町村を積込

み・荷卸しを行う場所に追加する場合は、県知事の許可を取得してください。 

産業廃棄物収集運搬業（積替えなし）
の許可が合理化されます！ 

 

改正前改正前改正前改正前    

    改正後改正後改正後改正後  神奈川県知事の１１１１つのつのつのつの許可許可許可許可    

平成23年４月１日より前に県知事の許可を取得している（特別管理）産業廃棄物収集

運搬業者(積替えなし)は、平成23年４月１日以降は、品目等県許可の事業の範囲内で、

県内全域において業を行うことができます。 

なおなおなおなお、、、、政令市域内政令市域内政令市域内政令市域内でででで積替積替積替積替えをえをえをえを行行行行うううう場合場合場合場合はははは、、、、そのそのそのその場所場所場所場所をををを所管所管所管所管するするするする政令市長政令市長政令市長政令市長のののの

許可許可許可許可がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    

１ 

 改正前改正前改正前改正前        横浜市長、川崎市長、相模原市長、横須賀市長、 

神奈川県知事の５５５５つのつのつのつの許可許可許可許可    



３ 既存の収集運搬業者が従前どおりの業を行うためには 

２つ以上の政令市にまたがって（特別管理）産業廃棄物収集運搬業（積替

えなし）を営んでいる既存の収集運搬業者の方が、平成23年４月１日以降も、

従前どおりの業を行うには、既に取得している県や政令市の許可の内容によ

って対応が異なります。 

既存の収集運搬業者の方が従前どおりの業を行うために必要な手続は、次

の判定チャートで判定してください。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 県の新規又は変更許可を取得した時点で政令市の許可は失効します。 

※２ 平成23年４月１日時点で政令市の許可は失効します。 

 

 

 

 

申請手数料 産業廃棄物 特別管理産業廃棄物 

新規許可   ８１,０００円   ８１,０００円 

変更許可   ７１,０００円   ７２,０００円 

 

 

はい 

はい 

県の許可を 
有しているか 

いいえ 

いいえ 

従前どおりの営業
を行う場合は、政
令市の許可期限ま
でに足りない品目
の追加について県
知事の変更許可が
必要（※１） 

従前どおりの営業
を行う場合は、政
令 市 の 許 可 期 限
（ 期 限 が 近 い も
の）までに県知事
の新規許可が必要 
（※１） 

いいえ 

はい 

スタート 

手続き不要 
（※２） 
 
県の許可の
内容で県内
全域での営
業可 

手続き不要 
 
 
１つの政令
市域のみで
営業可 

県の許可は政令
市の許可品目を
包含しているか 

いいえ 

県と政令市の許
可品目は同一か 

はい ２つ以上の政令
市にまたがって

営業するか 

神奈川県知事の許可の申請先は 各地域県政総合センターです。 

なお、許可申請の詳細については、最終ページの県問い合わせ先までお問

い合わせください。 

<申請時期に関する注意事項> 

経過措置により、政令市長の許可内容は、その許可の期限までは継続し

ますので、その許可の期限の２～３ヶ月前を目安に申請してください。 

２ 

４ 経過措置 

（特別管理）産業廃棄物収集運搬業（積替えなし）の合理化に伴い、既に

県や政令市の許可を取得している既存の収集運搬業者に対して、平成23年４

月１日時点で取得している許可の期限までは、その許可の効果を継続させる

こととする経過措置が定められました。 

 

経過措置についての例（イメージ） 
 

    は許可が有効であること、   は許可が失効したことを示します。 

 

例① 県の許可はなく、横浜市と川崎市の許可（品目は同じ）があり、同じ

内容で県の新規許可を取得する場合 

                          H23.4.1 

                     施行日   

 

 

 

 

 

 

 

 

例② 横浜市と県の許可はあるが、県の許可品目が横浜市のそれより少ない

ため、県の許可に足りない品目を追加する変更許可を取得する場合 

                  H23.4.1 

                     施行日 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

県の許可で２市域

を含めて業が可能 

変更後は県の許可で横浜

市域を含めて業が可能 

神奈川県新規

許可取得 

注意事項 

県の許可がある場合でも、政令市域で新たに積替え場所を設置しようとす

る場合には、その積替えを行おうとする区域を管轄する政令市長の許可を取

得する必要があります。 

３ 

横浜市許可 

川崎市許可 

県の新規許可を取得した

時点で２市の許可は失効 

横浜市許可 
県の変更許可を取得した時点

で横浜市の許可は失効 

神奈川県許可 神奈川県変更

許可取得 


